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【手続補正書】
【提出日】平成20年5月19日(2008.5.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　【特許請求の範囲】
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【請求項１】
　(2S)-(4E)-N-メチル-5-(5-イソプロポキシ-3-ピリジル)-4-ペンテン-2-アミン、および
(2R)-(4E)-N-メチル-5-(5-イソプロポキシ-3-ピリジル)-4-ペンテン-2-アミン
からなる群から選択される化合物。
【請求項２】
　(2S)-(4E)-N-メチル-5-(5-イソプロポキシ-3-ピリジル)-4-ペンテン-2-アミンで表され
る化合物。
【請求項３】
　(2R)-(4E)-N-メチル-5-(5-イソプロポキシ-3-ピリジル)-4-ペンテン-2-アミンで表され
る化合物。
【請求項４】
　請求項２に記載の化合物のヘミガラクタレート塩。
【請求項５】
　請求項３に記載の化合物のヘミガラクタレート塩。
【請求項６】
　初老痴呆（早期発症型アルツハイマー病）、老年痴呆（アルツハイマー型痴呆）、パー
キンソン症、ハンチントン舞踏病、遅発性ジスキネジア、運動亢進症、躁病、不安、失読
症、精神分裂病およびトゥレット症候群からなる群から選択される障害を治療するための
、
(2S)-(4E)-N-メチル-5-(5-イソプロポキシ-3-ピリジル)-4-ペンテン-2-アミン、および
(2R)-(4E)-N-メチル-5-(5-イソプロポキシ-3-ピリジル)-4-ペンテン-2-アミン
からなる群から選択される化合物または医薬的に許容されるその塩を含む薬剤組成物。
【請求項７】
　障害が、初老痴呆（早期発症型アルツハイマー病）、老年痴呆（アルツハイマー型痴呆
）および精神分裂病からなる群から選択される、請求項６に記載の薬剤組成物。
【請求項８】
　障害が、躁病、不安、失読症およびトゥレット症候群からなる群から選択される、請求
項６に記載の薬剤組成物。
【請求項９】
　障害が、パーキンソン症、ハンチントン舞踏病、遅発性ジスキネジアおよび運動亢進症
からなる群から選択される、請求項６に記載の薬剤組成物。
【請求項１０】
　化合物が(2S)-(4E)-N-メチル-5-(5-イソプロポキシ-3-ピリジル)-4-ペンテン-2-アミン
である請求項６に記載の薬剤組成物。
【請求項１１】
　化合物が(2R)-(4E)-N-メチル-5-(5-イソプロポキシ-3-ピリジル)-4-ペンテン-2-アミン
である請求項６に記載の薬剤組成物。
【請求項１２】
　化合物が(2S)-(4E)-N-メチル-5-(5-イソプロポキシ-3-ピリジル)-4-ペンテン-2-アミン
のヘミガラクタレート塩である請求項６に記載の薬剤組成物。
【請求項１３】
　化合物が(2R)-(4E)-N-メチル-5-(5-イソプロポキシ-3-ピリジル)-4-ペンテン-2-アミン
のヘミガラクタレート塩である請求項６に記載の薬剤組成物。
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